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子ども同士の将棋の対局。日本の伝統文化である将棋や囲碁は、 
集中力や判断力が養われます。 
＝三世代囲碁将棋大会（福祉会館） 

お内裏様のかさまるくん（左）とお雛様のかさまるちゃん（右） 
町マスコットキャラクターイラスト募集中（詳しくは最終ページ） 
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3 職員の平均給与月額、初任給などの状況 

笠松町の給与・定員管理など 

区　分 

区　分 

16.2

（参考） 
平成22年度の 
人件費率 

千円 ％ 

歳出額 

56,851

人 

千円 千円 千円 千円 千円 人 

22,138

116

一人当たり 
給与費 

職員数 給　　与　　費 

Ａ 給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計　B

5,343619,840148,943414,046

住民基本 
台帳人口 

（平成23年度末） A

千円 

実質収支 

千円 

6,196,840 356,700 942,397

人件費 
B

％ 

15.2

人件費率 
B／A

B／A

23年度 

23年度 

（1）人件費の状況（一般会計決算） 

（2）職員の初任給の状況（平成24年4月1日現在） 

一般行政職 

（1）職員の平均年齢、平均給料月額、平均給与月額の状況 
　  （平成24年4月1日現在） 

（2）職員給与費の状況（一般会計決算） 

（3）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 
　  （平成24年4月1日現在） 

１ 総括 

2 一般行政職給料表の状況（平成24年4月1日現在） 

（注） １　職員手当には退職手当を含みません。 
2　職員数は、平成23年4月1日現在の人数です。 
3　特別職（町長など）は含みません。 

（注） 給料月額は、給与抑制措置を行う前のものです。 

（注） 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、
時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものです。 
また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には
時間外勤務手当、特殊勤務手当などの手当が含まれていないことから、
比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。 

1号給の 
給料月額 

最高号給の 
給料月額 

1級 

135,600円 

243,700円 

2級 

185,800円 

307,800円 

3級 

222,900円 

354,700円 

4級 

261,900円 

388,300円 

5級 

289,200円 

400,600円 

6級 

320,600円 

422,600円 

7級 

366,200円 

456,200円 

　職員の給与などの実態を町民の皆さんにご理解い

ただくため、その状況を公表します。 

町職員の給与などを公表します 町職員の給与などを公表します 

特 集 

区　　　分 

一般行政職 

技能労務職 

医療職（保健師） 

大 学 卒  

高 校 卒  

高 校 卒  

中 学 卒  

大 学 卒  

短 大 3 卒  

172,200円 

140,100円 

137,200円 

129,200円 

201,100円 

188,900円 

笠　松　町 国 

172,200円 

140,100円 

─ 

─ 

─ 

─ 

区　　　分 

一般行政職 

大学卒 

高校卒 

254,200円 

─ 

経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年 

284,700円 

─ 

357,780円 

303,450円 

区　分 

笠松町 
歳 

41.8

平均年齢 平均給料月額 

円 
301,500

平均給与月額 

円 
351,994

平均給与月額 
（国ベース） 

円 
325,353
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（2）退職手当（平成24年4月1日現在） 

（1）期末手当・勤勉手当 
（6）その他の手当（平成24年4月1日現在） 

（5）時間外勤務手当 

（4）特殊勤務手当（平成24年4月1日現在） 

（3）地域手当　制度なし 

5 職員の手当の状況 

（1）一般行政職の級別職員数の状況（平成24年4月1日現在） 

（2）昇給への勤務成績の反映状況 

4 一般行政職の級別職員数などの状況 

（注） 退職手当の1人当たり平均支給額は、平成23年度に退職した職員に支
給された平均額です。 
（対象者が1名の平均支給額は、個人情報保護のため※で表示） 

（注） （　）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職） 
　地方公務員法第40条第1項の規定に基づき、部長級を除く全職員の
勤務評定を実施しています。 
　勤務評定の結果に基づき、勤勉手当の成績率を決定しています。 

　地方公務員法第40条第1項の規定に基づき、部長級を除く全職員の
勤務評定を実施しています。 
　勤務評定基準日：年2回　（5月1日、11月1日） 
　勤務評定の結果に基づき、昇給に反映させています。 

（注） 1　笠松町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 
2　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 
3　平成24年度に6級制から7級制に変更しています。 

特 集 

（支給率） 
勤続20年 
勤続25年 
勤続35年 
最高限度額 

その他の加算措置 
定年前早期退職特例措置（2%～20%加算） 

１人当たり平均支給額 

自己都合 
23.50月分 
33.50月分 
47.50月分 
59.28月分 

 
 

　　　※ 

勧奨・定年 
30.55月分 
41.34月分 
59.28月分 
59.28月分 

 
 

23,543千円 

笠　　松　　町 

1,325千円 

管理職加算 39,600円～58,100円 
役職加算 5％～15％ 

（平成23年度支給割合） 

（加算措置の状況） 職制上の段階、職務の級などによる加算措置 

期末手当 勤勉手当 

笠　　松　　町 

1人当たり平均支給額（平成23年度） 

区  分  

７  級  

６  級  

５  級  

４  級  

３  級  

２  級  

１  級  

6.5 

11.1 

4.6 

20.4 

25.0 

13.9 

18.5

7 

12 

5 

22 

27 

15 

20

人 

人 

人 

人 

人 

人 

人 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

%

標準的な職務内容 職 員 数  構 成 比  

会計管理者・部長・参与 

課長・参事 

主幹 

副主幹・主任技術主査 

主査・技術主査 

主任・主任技師 

主事・技師 

平成２4年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
7級 6.5％ 

6級 11.1％ 

2級 13.9％ 

1級 18.5％ 

5級 4.6％ 

4級 20.4％ 

3級 25.0％ 

6級 6.6％ 

2級 11.3％ 

1級 15.1％ 

5級 16.0％ 

4級 21.7％ 

3級 29.3％ 

4級 19.8％ 

3級 40.6％ 

1級 3.8％ 1級 3.8％ 

2級 12.2％ 

6級 6.6％ 

5級 17.0％ 

手当名 

支給される 
金額 

国の制度と 
異なる内容 

国の制度 
との異同 

内 容・支 給 単 価  
支給実績 
（平成23年度決算） 

支給職員 
1人当たり 
平均支給年額 
（平成23年度決算） 

配偶者 月額13,000円 

配偶者以外の扶養親族 月額6,500円 

職員に配偶者のない場合、 

扶養親族のうち１人 月額11,000円 

１６歳から２２歳の子 

 1人につき5,000円加算 

 

借家・借間に係る手当 

　月額12,000円を超える家賃を負担している 

　職員に対して家賃額に対応して支給 

 月額27,000円以内 

 

交通機関等利用者 

　運賃相当額に応じ 

 月額55,000円まで 

自動車等使用者 

　２km以上（片道）使用者の 

　距離に対応して支給 

 月額2,000円～24,500円 

 

課長・主幹級以上の管理職員に 

対して役職に応じて支給 

 39,600円～58,100円 

 

 

扶養手当 

 

 

 

 

 

住居手当 

 

 

 

 

 

 
通勤手当 

 

 

 

 

 
管理職手当 

 

 

181,613円 

 

 

 

 

 

268,000円 

 

 

 

 

 

 
51,074円 

 

 

 

 

 
569,514円 

 

 

11,260千円 

 

 

 

 

 

5,092千円 

 

 

 

 

 

 
5,159千円 

 

 

 

 

 
16,516千円 

 

 

同じ 

 

 

 

 

 

同じ 

 

 

 

 

 

 
同じ 

 

 

 

 

 
異なる 

19,893千円 

205千円 

22,702千円 

223千円 

支給実績（平成23年度決算） 

支給職員1人当たり平均支給年額（平成23年度決算） 

支給実績（平成22年度決算） 

支給職員1人当たり平均支給年額（平成22年度決算） 

支給実績（平成23年度決算） 

支給職員1人当たり平均支給年額（平成23年度決算） 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成23年度） 

手当の種類（手当数）　　5種類 

主な支給対象職員 手当の名称 
主な 

支給対象業務 
左記職員に対する 
支給単価 

502千円 

250,950円 

1.54％ 

感染症防疫作業に従事する職員 
 

行路病死人等の死体取扱作業に 
従事する職員 

犬・猫等死体取扱作業に従事する 
職員 

死体の火葬作業に従事する職員 

獣畜死体等の火葬作業に従事する 
職員 

感染症患者の 
救護等 

 
 
死体取扱作業 

 

火葬作業 

日額1,000円 
 

1回1,000円 
 

1回 300円 
 

1回1,700円 

1回 200円 

感染症防疫 
作業手当 

死体取扱手当 
 

犬・猫等死体 
取扱手当 

火葬手当 

2.60月分 
（1.45）月分 

1.35月分 
（0.65）月分 
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笠松春まつりを開催します 笠松春まつりを開催します 

部　門 

公
営
企
業
等
会
計
部
門 

一
般
行
政
部
門 

普
通
会
計
部
門 

議　　会 

総務企画 

税　　務 

民　　生 

衛　　生 

農林水産 

商　　工 

土　　木 

計 

教　　育 

小　計 

水　　道 

下 水 道  

そ の 他  

小　計 

合　　計 

2 

40 

13 

18 

13 

3 

1 

10 

100 

18 

118 

2 

6 

6 

14 

132 

［147］ 

2 

39 

13 

18 

13 

3 

1 

10 

99 

17 

116 

2 

6 

6 

14 

130 

［147］ 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

2

 

事務事業増加などによる増員 

 

 

 

 

 

 

 

事務事業増加などによる増員 

職 員 数  
主 な 増 減 理 由  

対前年 
増減数 平成24年 平成23年 

区　分 

6 特別職の報酬などの状況（平成24年4月1日現在） 

区　　分 

町　長 

副町長 

議　長 

副議長 

議　員 

町　長 

副町長 

議　長 

副議長 

議　員 

 

町　長 

副町長 

729,000円 

625,500円 

300,000円 

260,000円 

240,000円 

（平成24年度支給割合） 

3.95月分 

（平成24年度支給割合） 

3.95月分 

退職時給料月額×100分の500×4年 

（算定方式） 

退職時給料月額×100分の300×4年 

退職時 

（支給時期） 

退職時 

14,580,000円 

（1期の手当額） 

7,506,000円 

給
　
料 

報
　
酬 

期
末
手
当

 

退
職
手
当

 

給 料 月 額 等  

（注） 退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額と支給率に基づ
き、1期（4年＝48月）勤めた場合における退職手当の見込額です。 

（1）部門別職員数の状況と主な増減理由 

（3）職員数の推移 

7 職員数の状況 

（注） 1　職員数は一般職に属する職員数。 
2　［　］内は、条例定数の合計。 

（注） 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。 

一般行政 

 

教　　育 

 

公営企業 

等会計 

計 

109 

 

20 

 

12 

 

141

94 

 

20 

 

14 

 

128

94 

 

20 

 

17 

 

131

98 

 

18 

 

16 

 

132

99 

 

17 

 

14 

 

130

100 

 

18 

 

14 

 

132

▲9 

（▲8.3） 

▲2 

（▲10.0） 

2 

（16.7） 

▲9 

（▲6.4） 

平成 
19年 

平成 
20年 

平成 
21年 

平成 
22年 

平成 
23年 

平成 
24年 

過去5年間の 
増減数（率） 

区　分 

部　門 

単位：人（％） 

（各年4月1日現在） 

区
　
分 

職
員
数 

計 

20
歳
〜
23
歳 

24
歳
〜
27
歳 

20
歳
未
満 

28
歳
〜
31
歳 

32
歳
〜
35
歳 

36
歳
〜
39
歳 

40
歳
〜
43
歳 

44
歳
〜
47
歳 

48
歳
〜
51
歳 

52
歳
〜
55
歳 

56
歳
〜
59
歳 

60
歳
以
上 

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0
20
│
23
 

24
│
27
 

20
歳
未
満 

28
│
31
 

32
│
35
 

36
│
39
 

40
│
43
 

44
│
47
 

48
│
51
 

52
│
55
 

56
│
59
 

60
歳
以
上 

構成比 
5年前の構成比 

％ 
（2）年齢別職員構成の状況（平成24年4月1日現在） 

特 集 

0 10 18 13 5 18 14 13 4 12 24 1 132
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笠松春まつりを開催します 笠松春まつりを開催します 笠松春まつりを開催します 
3月22日（金）～4月14日（日） 3月22日（金）～4月14日（日） 

かさまつまちづくりイベント実行委員会主催の「笠松春まつり」が3月22日から開催されます。 
まつりの期間中は、桜並木のライトアップをはじめとするさまざまな催しが行われますので、 
ぜひ、お出かけください。 

かさまつまちづくりイベント実行委員会主催の「笠松春まつり」が3月22日から開催されます。 
まつりの期間中は、桜並木のライトアップをはじめとするさまざまな催しが行われますので、 
ぜひ、お出かけください。 

フリーマーケット出店者を募集 フリーマーケット出店者を募集 フリーマーケット出店者を募集 
笠松陣屋市のフリーマーケットに出店する方を 
募集しています。 
【応募資格】町内に在住の18歳以上で営利目的でない方 
【出 店 料】無料（1人1ブース3m×2m） 
【申込期限】3月14日（木） 
【申込・問合先】笠松町商工会　蕁388‐2566　FAX387‐6840 
※販売できない物品もありますので、詳しくは商工会までお問い合わせください。 

桜まつり 
3月22日（金）～ 
4月14日（日）　 

奈良津堤三角駐車場付近一帯 
桜並木のライトアップ 

（午後10時まで） 
 
※危険防止のためロープでの
場所取りは禁止します。 

本まつり 
オープニング 
4月14日（日） 

午前11時～午後0時10分 
本町通り 

笠松清流太鼓の演奏、 
園児の演技、新笠松音頭の
　　披露 

町内みこし 
4月14日（日） 

午前11時～午後5時 
町内みこしが町内を
練り歩き、八幡神社
と産霊神社へ奉納 

大名行列お奴 
4月14日（日） 

午後0時30分～午後3時15分 
県重要無形民俗文化財
に指定されている大名
行列お奴は、毛槍を投
げ渡しながら練り歩く
伝統芸能で、八幡神社
と産霊神社へ奉芸 

笠松陣屋市 
4月13日（土） 

午前11時～午後4時 
本町通り一帯 

歩行者天国にして、 
フリーマーケット、 
即売会、屋台コーナー、 
駄菓子販売などを行い 
陣屋市を再現 

宵まつり 
4月13日（土） 

午後5時～8時30分 
産霊神社境内（西宮町） 
町内みこし奉納、 
舞台イベント、屋台コーナー、
抽選会を開催 
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　今回で４回目となる笠松力検定を、２月１７日、中

央公民館・松枝小学校・下羽栗小学校で実施し、

初級と中級検定には７７人が、今回初めて行われ

たキッズ検定には小学５・６年生の１３８人、上級検

定には中級検定合格者１８人が問題に取り組み

ました。キッズを受検した子どもは「始まる前は緊

張したけど、問題はできたと思う。テキストで勉強し、

笠松のことがわかった」と話していました。 

検定にチャレンジ 
233人が笠松力検定を受検 

キッズ検定に挑戦する児童 

小学5年生男子の部のスタート 

　町老人クラブ連合会女性部役員が２月８日、寝
たきり会員がいる単位老人クラブ会長を訪ね、お
見舞い品を届けました。 
　お見舞い品を預かった会長は、寝たきり会員
の家庭を訪問し、介護をされているご家族の日ご
ろの労をねぎらうとともに、お見舞い品を手渡しま
した。 

介護をされているご家族を激励 
（友愛訪問） 町老人クラブ連合会 

寝たきりの会員のいる会長宅に見舞品を届ける女性部の皆さん 

スポーツ&レクリエーションスポーツ&レクリエーションスポーツ&レクリエーション

第35回 新春ファミリーマラソン大会結果 
　町体育協会主催の「第３５回新春ファミリー
マラソン大会」が１月２７日、笠松競馬場で開
催されました。 
　県内外にも広く知られるこの大会は、ふだ
ん入ることができない競馬場の走路を使った
コースで、約５００人の参加者がマラソンやジョ
ギングを楽しみました。 
　マラソン大会終了後、笠松けいば協賛レー
ス「親子でおんぶレース・ありゃま記念」が行
われ、参加者も観戦者も大いに楽しみました。 

（敬称略） 

男子の部 

女子の部 

男子の部 

女子の部 

男子の部 

女子の部 

男子の部 

女子の部 

男子の部 

女子の部 

4年生以下 

〃 

5 年 生  

〃 

6 年 生  

〃 

中 学 生  

〃 

一 般  

〃 

小島　卓登 

松本　怜香 

大島　尚輝 

藤澤　寧々 

岩田　貴斗 

鐡田　凪沙 

川上　佳依 

佐藤　真央 

浜野　雄大 

松本　香里 

高橋　優志 

佐々木如奈 

河合　健留 

市橋　鈴香 

可児　将大 

清水　蘭夏 

佐藤　雅樹 

浜野　綾音 

堀　京太郎 

松原　直美 

岸　　大智 

土屋　比呂 

奥田　泰弘 

箕浦　有海 

小森　良亮 

後藤　未帆 

村岡　直樹 

小木曽天音 

斉藤　喜夫 

酒井　釉吏 

種　目 1　位 2　位 3　位 
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シリーズ⑫ 
ひな祭りとハマグリ ひな祭りとハマグリ 

土師器の郷② 
は じ き さとさと 

はまぐり 

昆布 

酒 

うすくちしょうゆ 

塩 

三つ葉 

4個 

3cm角1枚 

大さじ1 

大さじ1/2 

少々 

少々 

　3月3日は女の子のすこやかな成長や幸せを願
うひな祭りです。 
　ひな祭りの代表的な食べ物に、ハマグリのお吸
い物があります。ハマグリには、どのような意味が
あるのでしょうか。 
　この時期に貝類は一番おいしくなると同時に、
特にハマグリは2枚の貝がぴったりと合い、他の
貝とは合わないことから「結婚した人とずっと一
緒にいられますように」という願いが込められてい
ました。室町時代には、嫁入り道具の一つでもあ
ったといわれています。 
　ハマグリの旬は2月から4月です。骨や歯の発
育に必要なカルシウムや貧血予防の鉄分など、
女性にとってはうれしい栄養素（ミネラル）が詰ま
っています。他にも、タウリンが多く含まれているの

で、コレステロールや中性脂肪を低下させ、動脈
硬化の予防にも効果的です。 
　ミネラルが多いハマグリですが、ビタミンAとして
働く成分はほとんど含んでいないため、吸い物な
どにビタミンAが豊富な三つ葉などを添えると、バ
ランスのとれたメニューになります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】福祉健康課 

土師器の郷② 
は じ き さと 

◆材料（2人分）◆ ◆作り方◆ 

すると姉 
あね 

さまは、 

「 なあに、なにがなくったってええんです。 

どうか、泊 
と 

めてくだされ。 」 

というがはやいか、兄 
あに 

いが落 
お 

としたく 
・ 

わ 
・ 

をひろって、あ 
・ 

わ 
・ 

のまいたうねを、コッ 

ツラ、コッツラコとおこしだした。 

兄 
あに 

いは、うれしいやら、はずかしいやら、 

ぽおっとして、いつまでも見ておった。 

あくる日になっても、姉 
あね 

さまは帰ろう 

としなんだ。 

「 わたしは、一人ものです。ここへいつま 

でもおいてくだされ。 」 

兄 
あに 

いが、黙 
だま 

って、花のような美 
うつく 

しい姿 
すがた 

にみとれていると、 

「お 願 
ねが 

いです。どうか、あなたの嫁 
よめ 

ごにし 

てくだされ。 」 

兄 
あに 

いは、だまってうなずき、 

「 おれはかまわんが、何 
なん 

しろ、何 
なに 

もないこ 

れだけの家だで‥。 」 

それから、姉 
あね 

さは、家の人となって働 
はたら 

いた。カラン、コロン、カラン、コロン 

と機 
はた 

をおるようになった。 

兄 
あに 

いは、くわをかついで、畑 
はたけ 

へ毎日で 

かけたが、姉 
あね 

さのことが気になって、思 

うように働 
はたら 

けなんだ。 

「 今ごろ、あの嫁 
よめ 

ご、どうしておるかな」 

と思うと、スズメがあ 
・ 

わ 
・ 

をつついても、 

カラスがカアカア鳴いても気がつかなか 

ったそうな。 

いくら嫁 
よめ 

ごが機 
はた 

をおっても、兄 
あに 

いがこ 

うでは、食うものに困 
こま 

るようになった。 

そして、水ばかりのみ、かゆをすすった。 

こうして嫁 
よめ 

ごはだんだんとあおくなりや 

せていった。 （つづく） 

①はまぐりは砂抜きして、流水
でこすり洗いする。 
②鍋に①、昆布、水300ccを
入れて中火にかける。 
（殻が開いたらアクをとる） 
③酒、うすくちしょうゆ、塩の順
に加え、火を止めて、1cmに
切った三つ葉を加える。 

ハマグリのお吸い物 
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B O X
情 報
B O X
情 報
B O X
情 報

お 願 い お知らせ 募　　集 

役 場  
 
福祉健康センター 
福 祉 会 館  
児 童 館  
子育て支援センター 

中 央 公 民 館  
（町体育協会事務局） 

教育文化課　学校教育担当 
松 枝 公 民 館  
総 合 会 館  
歴 史 民 俗 資 料 館  
ふ ら っ と 笠 松  

蕁 
FAX 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

蕁 
 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

388‐1111 
387‐5816 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 
387‐0561 

388‐3231 
 
388‐3926 
387‐0156 
387‐8432 
388‐0161 
388‐2355

お 問 い 合 わ せ は 

休日急病診療（内科・歯科） 
福祉健康課 

　３月の休日急病診療当番医は次のとおりです。 
　受診の際は必ず健康保険証をご持参ください。
また、お昼の休憩時間がありますので、電話で確
認し受診してください。 
　なお、当番医が急用などで変更する場合があ
りますので、前もって役場で確認してください。 
○その他の医療機関問合先 
羽島郡地域救急医療情報センター蕁３８８‐３７９９ 
（羽島郡広域連合消防本部 内） 

〔内科系〕診療時間　午前９時～午後４時 
◆在宅当番医一覧表 

◆二次的病院は、すべての日程とも松波総合病院
（田代蕁３８８‐０１１１）です。 
※入院を必要とされる方は、二次的病院に入院できます。 

〔歯科系〕診療時間　午前１０時～午後４時 
◆在宅当番医一覧表 

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 

3 

10 

17 

20 

24 

31

渡 辺 小 児 科  

赤座医院上印食診療所 

伊 藤 内 科  

岩 村 医 院  

お お し ろ 内 科  

岡 山 クリニック 

岐 南 町 八 剣  

岐南町上印食  

笠松町上本町  

笠 松 町 門 間  

岐 南 町 野 中  

岐 南 町 徳 田  

246‐8882 

247‐2626 

387‐2257 

387‐0180 

249‐1366 

268‐0307

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 

3 

10 

17 

20 

24 

31

森デンタルクリニック 

高 瀬 歯 科 医 院  

西垣歯科クリニック 

こころ歯科医院  

小 島 歯 科 医 院  

さかえ歯科クリニック 

笠 松 町 田 代  

岐南町上印食  

笠 松 町 北 及  

岐 南 町 徳 田  

笠松町奈良町  

岐 南 町 伏 屋  

387‐9981 

240‐5050 

387‐5900 

274‐0118 

387‐2848 

240‐0644

お知らせ
 

　みなさんのあたたかい思いやりが、助け合いの
輪を広げます。ぜひ献血にご協力をお願いします。 

【問 合 先】 福祉健康課 

月日（曜） 場　　所 時　　間 

3月6日（水） 
（中川町） 

（円城寺） 

10：00～13：00 

14：30～17：00

献血 福祉健康課 お願い
 

笠松刑務所 

愛 生 病 院  

　医療保険が適用されず、高額な医療費がかか
る特定不妊治療（体外受精・顕微授精）の費用や
検査費用の一部を助成しています。 
　今年度に検査・治療が終了されている方は、３月
２９日（金）までに申請してください。 

【申請・問合先】福祉健康課 

不妊症診断検査費・特定不妊治療費の 
一部助成 福祉健康課 

不妊症診断検査 

対 象 者  

所得制限  

助成の額  

助成の回数 

助成期間  

医療機関  

法律上の婚姻をしている夫婦で、夫婦のいず
れかまたは両方が笠松町に住所を有する方 

所得制限なし 

3万円 

1回 

 

指定なし 

特定不妊治療 

前年（1月から5月までは前々
年）の夫婦の所得合計額が
730万円未満 

治療1回につき10万円 

1年度あたり2回まで 

通算5年間 

岐阜県の指定する医療機関 

お知らせ
 

　子どもは病気にかかりやすく、かかると重
症になることがあります。ワクチンで防ぐこと
ができる病気から子どもたちを守るため、予
防接種を受けましょう。 

3月1日（金）～7日（木）は子ども予防接種週間 

予防接種を受けましょう 
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総 務 課  
税 務 課  
収 納 管 理 課  
企 画 課  
環 境 経 済 課  
住 民 課  
保 険 医 療 課  
（役場福祉健康課窓口） 

福 祉 健 康 課  
建 設 課  
水 道 課  
教 育 文 化 課  
学校給食センター 
会 計 課  
議 会 事 務 局  

蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
 

蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

388‐1111 
388‐1112 
388‐1128 
388‐1113 
388‐1114 
388‐1115 
388‐1116 
 

388‐7171 
388‐1117 
388‐1118 
388‐3231 
387‐5321 
388‐1119 
388‐1110

各 課 直 通 電 話 

♪親子で楽しくリトミック♪ 
【日　　時】 
【場　　所】 
【対 象 者】 
 
 
 
 
【問 合 先】 

子育てサロン「みんなで遊ぼっ」 
子育て支援センター 

お知らせ
 

 
３月１３日（水） 午前１０時～１１時 
第一保育所（上新町１７２） 
乳幼児と保護者 

※育児・マタニティ相談もあわせて行いますので、
相談される方は母子健康手帳をお持ちください。 

※車でお越しの方は、中央公民館駐車場をご利
用ください。 

子育て支援センター 

　７０歳から７４歳の方で、現在、医療機関などで
診療を受ける場合に自己負担が１割となっている
方は、平成２５年４月１日から自己負担が２割に引
き上げられることとなっていましたが、当分の間延
長され、自己負担が1割に据え置きとなりました。 
　３月下旬に「国民健康保険高齢受給者証」を
郵送しますので、現在お持ちの高齢受給者証と
差し替えて、４月１日以降医療機関などで診療を
受ける場合は、新しい保険証とあわせて提示し
てください。 
　なお、今回郵送する高齢受給者証は有効期限
が平成２５年７月３１日（７５歳の誕生日を迎える方
は誕生日の前日）のため、「平成２５年７月３１日ま
では１割」と記載されています。８月以降の高齢
受給者証は、所得判定後、再度郵送します。 
【問 合 先】保険医療課 

国民健康保険高齢受給者証を 
郵送します 保険医療課 

お知らせ
 

　4月1日から、育成医療の窓口（申請・認定・給付）
が、岐阜保健所から役場に変わります。 
※育成医療とは、身体に障がいがある18歳未満
の児童を対象に、指定医療機関で手術などを
行うことにより確実な効果が期待できる治療に
かかった費用の一部を支給するものです。 

【問 合 先】福祉健康課 

育成医療の窓口を変更します 
福祉健康課 

お知らせ
 

 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
【内　　容】 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　精神障がいの方やご家族、こころの悩みをお
持ちの方の憩いと交流の場です。 

３月２１日（木） 午前１０時～１１時３０分 
福祉健康センター 
茶話会 
３月１４日（木） 
福祉健康課 

グループワーク 
福祉健康課 

お知らせ
 

 
 
 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
【内　　容】 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　地域活動支援センターの精神保健福祉士など
が、こころの悩みや不安の相談に応じます。 
　また、精神障がいの方の就労体験も開催しま
すので、お気軽にご参加ください。 

３月２７日（水） 午後１時３０分～２時３０分 
福祉健康センター 
こころの相談と就労体験 
３月２１日（木） 
福祉健康課 

こころの巡回相談・障がい者 
就労体験 福祉健康課 

お知らせ
 

体育施設の 
利用抽選会 
体育施設の 
利用抽選会 
体育施設の 
利用抽選会 4月分 

テニスコート 
運 動 場 

【月日】 
【時間】 
 
【場所】 

3月25日（月） 
午後7時30分～ テニスコートを利用の方 
午後7時45分～ 運動場を利用の方 
中央公民館 

物流・商品在庫管理・海外輸出梱包 

羽島梱包株式会社 
岐阜県羽島郡笠松町北及１６２７ 
TEL 388‐1147　FAX 388‐2719

　慢性腎臓病（CKD）は新たな「国民病」
です。 
　生活習慣を見直して慢性腎臓病（CKD）
を予防しよう！ 

3月14日は「世界腎臓デー」 

一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030
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INFORMATIONBOXINFORMATIONBOX

　小学生や幼児親子を対象に次の行事を開催します。皆さんの参加をお待ちしています。 
　なお、申込みが必要な行事もあります。 

＜幼児親子行事＞ 
■ピヨピヨひろば 
午前10時30分～（要申込み） 

＜乳幼児親子行事＞ 
■Babyひろば 
午前11時～（要申込み） 

月 

 

 

 

4月 

 

 

 

 

5月 

 

 

6月 

日（曜） 

2日（火） 

3日（水） 

4日（木） 

5日（金） 

6日（土） 

20日（土） 

28日（日） 

4日（土） 

18日（土） 

26日（日） 

1日（土） 

23日（日） 

29日（土） 

行事名 

 

 

みんなであそぼう 

 

 

ボラクラブ 

つくってみよう 

ジャンボ風船バレー 

ボラクラブ 

つくってみよう 

積み木あそび 

つくってみよう 

ボラクラブ（幼児親子と交流会） 

申込み必要 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

月 

4月 

5月 

6月 

日（曜） 

18日（木）・19日（金） 

9日（木）・10日（金） 

14日（金）・15日（土） 

月 

5月 

6月 

日（曜） 

17日（金） 

21日（金） 

月 

4月 

5月 

6月 

日（曜） 

16日（火） 

21日（火） 

18日（火） 

■手づくりクラブ 
午前11時～（要申込み） 

【申込・問合先】児童館 

＜小学生行事＞午前１０時～ 

お知らせ
 4月～6月の楽しい児童館行事 児童館 

　年度末や年度始めは、就職・転勤・入学などで住所変更される方が多いことから、３月３１日と４月７日
の両日曜日に住民異動届（転入・転出・転居）の受付や住民異動届に関連する事務手続きができるよう、
休日窓口を開設します。 
【受付場所】笠松町役場１階　住民課・保険医療課・福祉健康課・税務課 
【取扱事務】 
○転出証明書交付 
○転入届・転居届、印鑑登録の受付 
○住民票の写し、戸籍謄本・抄本、印鑑証明書の交付 
○戸籍の届出（笠松町のみで受理決定の判断ができる
場合に限る） 
○国保・後期高齢者医療保険の資格取得・喪失の受付 

○福祉医療費受給者証申請の受付 
○児童手当認定請求書の受付 
○各種税務証明の交付 
○水道の給水開始・休止など申請書の受付 
○小・中学生の転入許可書の発行 
 

※旅券の申請・受取、各種証明書の広域交付に関する諸手続きは取り扱いません。 

　また、上記取扱事務の中で、日曜日に休業している関係機関への問い合わせが必要な事務は、当日
手続きができない場合があります。その際には、平日の開庁時間に再度来庁していただくようお願いす
ることがありますので、ご了承ください。 
【問 合 先】住民課 

3月31日・4月7日の日曜日に休日窓口を開設 
　時間　午前8時30分～午後5時30分　　住民異動届を受け付けます 

お知らせ
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いっしょに子育て 

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp

　新しい家電が次から次に生み出され、便利に
なる私たちの生活。その一方で毎日多くの古い
家電が捨てられています。適正に処分されなか
った家電は、国内外で深刻な環境汚染や健康被
害を引き起こしています。長年愛用した家電だか
らこそ、最後まで責任を持って処分しましょう。 
※『笠松町家庭ごみハンドブック』に、家電リサイ
クル法対象家電品の処分方法が載っています
のでご覧ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】環境経済課 

◆不要品回収業者に渡さない 
　「無料回収」をスピーカーなどで宣伝し、家
電を回収する業者の多くは違法（無許可営業）
です。回収した家電から価値のある部分だけ
を取り出し、残りを不法投棄したり、海外へ売
却したりするなど、適正に処理していません。ま
た、トラックに積んだ後に、高額な料金を請求す
るなどトラブルも起きています。 
◆正しい処分方法を知ろう 
　エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・
衣類乾燥機は、家電リサイクル法によってリサ
イクルすることが義務付けられています。町に
よる回収や処理はできませんので、次のいずれ
かの方法で処理してください。 
①購入した小売店または買い替えする小売店で、
家電リサイクル券を購入し、引き取ってもらう。 
②郵便局の窓口で、家電リサイクル券を購入し、
引き取ってもらう。 
③比較的新しくて十分使える場合は、リサイク
ルショップに買い取ってもらう。（古物商の許
可を受けた信用できる業者にお願いしましょう） 

いらなくなった家電は正しくリユース、リサイクル 
環境経済課 

お願い
 

　私たちの生活のなかで、必ず発生する生ごみ。
水分が多い生ごみは、焼却時に多くのエネルギ
ーを使います。そんな生ごみもちょっとした工夫で
減らすことができます。 
　町では、ごみ減量化に向けて、生ごみをたい肥
（肥料）に変える生ごみ処理装置の購入費用の
一部を助成する制度がありますので、ぜひご利
用ください。 
【対 象 者】町内在住者 
【申請に必要なもの】 
・品名と世帯主名が記載された領収書 
・印鑑 
・振込口座がわかるもの 

【補助内容】 

【問 合 先】環境経済課 

ご家庭で生ごみの処理を始めてみませんか？ 
生ごみ処理機の購入助成金制度 環境経済課 

家庭から出るごみの正しい
処分方法がわかる冊子です。
役場環境経済課、松枝公民館、
総合会館の窓口で、無料配
布しています。 

笠松町家庭ごみハンドブック 

お知らせ
 

区　分 補助金の限度額 

生ごみ堆肥化 
容器 

電気式 
生ごみ処理機 

非電気式 
生ごみ処理機 

ダンボール 
コンポスト 

（容器と基材一式） 

購入金額の70パーセント以内 
5,000円 

購入金額の3分の2以内 
20,000円 

購入金額の3分の2以内 
10,000円 

購入金額の70パーセント以内 
1,000円 

1世帯の 
限度基数 

2基 
 

1基 
 

1基 
 

 
年間4基 

たい 

循環社会に奉仕する 
 有限会社 内田商会 
羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 
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〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

使用済みの食用油の回収 
環境経済課 

お知らせ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
【入 場 料】 
【問 合 先】 

　江戸時代、全国に４か所しかなかった郡代陣
屋のうち、笠松陣屋は２００年もの長期間にわたり
置かれていました。そして、美濃を治める郡代（代
官）２５人が代わる代わる任命され、幕末まで続き
ました。笠松は、美濃地方の行政の中心地だっ
たのです。美濃郡代とは？笠松陣屋とは？美濃郡
代の任務は？文化協会が、映像と語りを手作りで
お届けします。歴史の不得意な方でもよくわかる「美
濃郡代笠松陣屋物語」必見ですので、ぜひご覧
ください。 

３月１６日（土） 午後１時３０分～４時 
中央公民館　大ホール 
無料 
町文化協会事務局（中央公民館内） 

わいわいフォーラム2013 
美濃郡代笠松陣屋開設350年記念 

「陣屋は何を見てきたか」 
町文化協会 

お知らせ
 

あなたも何か新しいことを始めてみませんか！生涯学習講座 
教育文化課 

 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
 
 
 
【問 合 先】 

　ご家庭で使用済みの食用油の回収を町婦人会・
生活学校の協力で実施しますので、ご利用ください。 

３月１５日（金） 
午前９時３０分～１１時３０分 
役場、中央公民館、松枝公民館、 
下羽栗会館 

※新聞紙、牛乳パック、ダンボール、アルミ缶も同
時に回収します。 

環境経済課 

　中央公民館では、健康維持や楽しみ、仲間づくりを目的として、各種生涯学習講座を開催します。 
　初心者の方がこれからの生涯学習のきっかけとなるような講座を計画しています。 
　詳しい募集案内と申込書は、広報かさまつ４月号と一緒にお届けします。多くの方の参加をお待ちし
ています。 

【問 合 先】中央公民館 

講座名 講座内容 

一般生涯学習講座 
 
シニアカレッジ 
「生き生き塾」 

ワンデーレッスン 
 

親子教室 
 
家庭教育シリーズ 
「子育て元気塾」 

ふるさと笠松塾 
 

学習ボランティア 

文化・芸術・スポーツレクリエーションなど
の講座 

充実した人生に向けてステップアップする
ための講座 

色々な内容を学習する1回のみ体験講座 
 

親子で体験する講座  

家庭での悩みや問題点を話し合い、地域で
教育力の向上を目指す講座 

ふるさと笠松の歴史、文化、自然などを学
ぶ講座 

ボランティア養成のための学習講座 

参加資格 

在住・在勤・在学 
 

在住（60歳以上） 
 

在住・在勤・在学 
 

小学生とその保護者 
 
子どもを持つ親や 
一般の方 

どなたでも参加可能  

18歳以上ならどなた
でも参加可能 

受講料 

1講座2,000円（講
座によって材料費負担） 

2,000円 
 
1講座300円（講座に
よって材料費負担） 

講座によって材料費
負担 

無料 
 

無料 
 

無料 

男女共同参画のすすめ 
家庭では 
「性別にこだわらないで 
子どもの個性を伸ばします」 

お知らせ
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羽島郡笠松町中野 
☎387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する 

～あなたの力を消防団に～ 
消防団員 総務課 

　消防団員は、「わがまちを災害から守る」という
使命感のもと、さまざまな仕事を持ちながら、地域
の防災リーダーとして幅広い活動を行っています。
地域の安心・安全を守り、災害のないまちづくりの
ために、ぜひあなたの力をお貸しください。 
【主な活動】 
○災害活動 
　火災、地震、台風などの災害が発生した場
合には、消防署と連携して、消火活動や救出
活動などを行い、住民の皆さんを守っています。 

○予防広報活動 
　年末夜警や火災予防週間中に広報活動を
行い、火災予防の呼びかけを行っています。 

○地域の防災リーダー 
　住民一人ひとりの防災力を高めるために、
各地域の自主防災訓練の指導を行っています。 
○常日頃の教育・訓練 
　防火・防災活動には、専門的な知識と技術
が必要です。消火技術や応急救護訓練を通
して、常日頃から消防団の災害活動力を高め
ています。 

【入団資格】 
・笠松町内に居住、または勤務している方 
・年齢が１８歳以上の方 
・地域防災への熱意があり、健康な方 
※女性の方も歓迎します。 
【団員の身分】 
・非常勤特別職の地方公務員です。 
・年間の報酬額（一定の額）が支給されるととも
に、災害や訓練などの活動に対して、手当が支
給されます。 
・活動に必要な被服などは貸与されます。 
・活動により負傷された場合には、条例に基づき
補償されます。 
・一定期間勤務し退団した場合には、退職報償
金が支給されます。 

【問 合 先】総務課 

 
 
 
 
 
【日　　時】 
【会　　場】 
【入 場 料】 

　町のサークル「オカリーナ」による、ロビーコンサ
ートです。女性だけのオカリナ演奏で、「音の祭
典in羽島」に出演したり、病院や商業施設などで
コンサートを行ったりしているグループです。 
　美しいオカリナの音色をご堪能ください。 

３月２３日（土） 午後２時～３時１５分 
中央公民館３階ロビー 
無料 

ロビーコンサート　オカリナ演奏 
教育文化課 

募 集 お知らせ
 

　「第３回みなと公園Eボート大会」の出場チーム
を募集しています。１０人集めてEボートを楽しん
でみませんか？ 
【日　　時】 
５月１２日（日） 
　受付　 ９時～ 
　開会式１０時～ 

【場　　所】 
笠松みなと公園 

【募集チーム】 
「一般の部」 
「小学生の部」 
【出場資格】 
○「一般の部」１チーム１０人 
身長１２０cm以上の方ならどなたでも参加で
きます。小学生が入っても可 
○「小学生の部」１チーム１０人 
小学生８人、大人２人。小学生は身長１２０cm
以上、大人は中学生も可 
※在住・在勤・在学の方ならどなたでも参加でき
ます。 

【申込期限】４月１９日（金） 
【申 込 先】中央公民館、松枝公民館、総合会館 
【問 合 先】中央公民館 
※詳しくは、申込先に設置しているチラシをご覧く
ださい。 

第3回みなと公園Eボート大会 
教育文化課 

募 集 

ね いろ 

広報紙 広告募集 
あなたのお店を紹介してみませんか？ 

1号 1枠5,000円　【問合先】企画課 
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【応募資格】 
 
【募集人員】 
【任　　期】 
【申込期限】 
【申込方法】 
 
 
【申込・問合先】 

　わかりやすい広報活動を行うために、広報モニ
ターを募集します。任期中に広報紙・防災行政
無線・ホームページのご意見やアンケートを数回、
提出していただきます。 

笠松町在住の２０歳以上で、広報に
関心があり、モニターとして熱意のある方 

１０人（応募多数の場合は抽選） 
平成２５年４月～２６年３月 
３月１８日（月） 
住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、

郵送、FAXまたはEメールで応募してください。 
（個人情報は、広報モニター以外には使用しません） 

企画課　FAX３８７‐５８１６ 
Eメールkikaku@town.kasamatsu.lg.jp

広報モニター 
企画課 

募 集 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【応募期限】 
【問 合 先】 

　厚生労働省では「女性労働者の能力発揮を
推進するための積極的な取り組み」や「仕事と
育児・介護との両立支援のための取り組み」で、
他の模範となる取り組みを推進している企業を
表彰しています。応募してみませんか。 
　応募の詳細は、厚生労働省ホームぺージをご覧
ください。 
（http://www.mhlw.go.jp/general/seido/ 

koyou/kintou/ryouritsu.html） 
３月３１日（日）（当日消印有効） 
岐阜労働局雇用均等室 
蕁２４５‐１５５０ 

均等・両立推進企業表彰の 
候補企業を公募します 岐阜労働局 

募 集 

自衛官など 
自衛隊岐阜基地協力本部 

募 集 

【問 合 先】 岐阜地方協力本部岐阜募集案内所 
蕁２６２‐１８１８ 

募集種目 試験日 

一般・ 
技術 

歯科・ 
薬剤 

一般 

技能 

5月11日（土） 

4月12日（金）
～15日（月） 
で指定された日 

受付期限 

4月26日（金） 

4月 3日（水） 

受験資格 

20歳以上
26歳未満 

20歳以上
30歳未満 

18歳以上
34歳未満 

18歳以上 
（国家資格保有） 

幹部 
候補生 

予備 
自衛官補 

 
 
 
 
 
【相談時間】 
 
 
【問 合 先】 

　勤労者を対象に労働相談・生活相談・法律相
談・そのほか日頃の暮らしの中で困っていること
などの相談に応じます。 
　事前予約があれば、面談による相談も受け付
けます。お気軽にお電話ください。 

月～金曜日（祝日除く） 
午前９時～午後５時 
（正午から午後１時を除く） 
ライフサポートセンターぎふ 
蕁２１４‐７３００ 

（岐阜市鶴舞町２丁目６番７ ワークプラザ岐阜１階） 

電話なんでも相談 
（社）岐阜県勤労福祉センター 

お知らせ
 

　岐阜県で唯一のプロスポーツ
チーム、サッカーJリーグ・FC岐
阜の迫力ある試合を子どもたち
が観戦し、一人でも多くの子ども
たちに心を輝かせたいという思
いから、FC岐阜の各ホームゲー
ムに、メインスタンドの指定席２００
席を設け、県内の小中学生（保
護者含む）を無料招待します。 
　詳しくは、FC岐阜のホームペ
ージをご覧ください。 
http://www.fc-gifu.com/ 

boshu/post-２１１８.html

【問 合 先】㈱岐阜フットボールクラブ　蕁２３１‐６８１１　Eメール info@fc-gifu.com　FAX２９５‐７６１８ 

【招待試合】 

「子どもたちに夢を！！ドリームシート」 
　小中学生（保護者含む）をご招待します ㈱岐阜フットボールクラブ 

お知らせ
 

キックオフ時間 

午後7時 

午後1時 

午後1時 

午後7時 

午後1時 

午後7時 

午後7時 

申込締切日 

3月 7日（木） 

3月28日（木） 

対　　　　戦 

ザスパクサツ群馬 

徳島ヴォルティス 

京都サンガF.C. 

カターレ富山 

モンテディオ山形 

ジェフユナイテッド千葉 

ロアッソ熊本 

日　　程 

3月17日 

3月24日 

4月 7日 

4月17日 

4月28日 

5月 6日 

5月12日 

（日） 

（日） 

（日） 

（水） 

（日） 

（月・祝） 

（日） 
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　健康、環境、農林漁業分野で、雇用する労働

者（非正規雇用の労働者を含む）に一定の職業

訓練を実施した事業主は、日本再生人材育成支

援事業として、次の奨励金が利用できます。 

①非正規雇用労働者育成支援奨励金 

②正規雇用労働者育成支援奨励金 

③海外進出支援奨励金 

　詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。 

（http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/ 

koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html） 

【問 合 先】 
①の奨励金 岐阜労働局求職者支援室 

 蕁245‐1266 

②③の奨励金 岐阜労働局助成金センター 

 蕁263‐5650

事業主の皆さんへ 

労働者の人材育成を支援します 
岐阜労働局 

お知らせ
 

　自賠責保険・共済は、万一自動車事故の加害

者になった場合の基本的な対人賠償を目的として、

車やバイク（原動機付自転車を含む）すべてに加

入が義務付けられ、自賠責保険・共済なしでの

運行は法令違反となります。特に、車検制度のな

い250cc以下のバイク（原動機付き自転車・軽二

輪自動車）は、有効期限切れや掛け忘れにご注

意ください。 

　自賠責制度の詳しい内容は、国土交通省ホー

ムページ（http://www.jibai.jp）をご覧ください。 

自賠責保険・自賠責共済加入 
岐阜運輸支局 

お知らせ
 

 
 
【連 絡 先】 

　引っ越しシーズンが到来しました。電気のお引
っ越しもお忘れのないよう、お早目にご連絡ください。 

中部電力㈱各務原営業所 
薔０１２０‐９８５‐９１１ 
受付時間 平　日 午前９時～午後８時 
 土曜日 午前９時～午後５時 

電気の引っ越しもお忘れなく 
中部電力 

お知らせ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
【連 絡 先】 

　カラスが巣作りをするシーズンになりました。 
　最近のカラスは、市街地にえさが豊富にあるた
め、電柱の上に巣を作り、子育てをするようになっ
てきました。電柱上の巣は、ハンガーなどの金属
製で作ることが多く、場合によっては電気がショー
トし、停電になるケースが毎年発生しています。 
　電柱上にカラスの巣を発見されましたら、情報
提供をお願いします。 

中部電力㈱各務原営業所配電課 
薔０１２０‐９８５‐９１１ 
蕁382‐2612 
平日　午前8時30分～午後5時10分 

電柱上にカラスの巣を発見したら 
ご連絡ください 中部電力 

お願い
 

������������	
	�	�
�����	�����

名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

3月の開催日程 
1（金）.11（月）.13（水）.14（木） 
15（金）.25（月）.26（火） 

3/15（金） 東海クラウン 

NAR2012年度代表馬　ラブミーチャン号 NAR2012年度代表馬　ラブミーチャン号 

オッズパーク 

パソコン・ケータイで 
笠松競馬の馬券を 
購入するならオッズパーク！ 

オッズパーク 検索 ⇦⇦
テレビ�データ放送で町の情報が 
ご覧いただけます。 
NHK（3ch） 
テレビぎふチャン（8ch） 
シーシーエヌ（ケーブルテレビ12ch） 
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INFORMATIONBOXINFORMATIONBOX

内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

１３：００～１３：２０ 

１３：１０～１３：５０ 

 

９：２０～１０：００ 

９：２０～９：３０ 

９：３０～１１：００ 

１３：００～１４：３０ 

１３：００～１３：１０ 

９：３０～１１：００ 

１０：３０～１１：３０ 

１３：３０～１４：３０ 

１３：００～１４：３０ 

 

１０：３０～１１：３０ 

 

１４：００～１５：３０ 

１３：３０～１５：１５ 

 

９：３０～１１：１５ 

 

１０：００～１１：３０ 

 

１３：３０～１５：１５ 

 

１０：００～１１：３０ 

乳児健康診査・ 
BCG予防接種 

1歳6か月児健康診査・ 
フッ化物塗布 

3歳児健康診査・ 
フッ化物塗布 

お誕生教室 
 

にこにこ教室 

 

 

歯みがき教室 
 

 

プレパマクラブ 

 
 

 

 

育児相談・ 

マタニティ相談 

 

 

 

 

 

 

健康相談 
 

 

 

 

 

転倒予防教室 

 

 

 
貯筋（ちょきん）くらぶ 

～筋力アップ教室～ 

 

骨こつストレッチ 
～畳の上で行う 
　　　　ストレッチ～ 
 

ふれあいひろば 
～認知症：閉じこもり予防教室～ 

 

ふれあい喫茶 

～高齢者の憩いの場～ 

１３日（水） 

１４日（木） 

２１日（木） 

１９日（火） 

２１日（木） 

１２日（火） 

２７日（水） 

２７日（水） 

１２日（火） 

１３日（水） 

１８日（月） 

２７日（水） 

８日（金） 

１１日（月） 

１２日（火） 

２７日（水） 

７日（木） 

２８日（木） 

６日（水） 

１８日（月） 

１３日（水） 

２７日（水） 

２６日（火） 

８日（金） 

１１日（月） 

１２日（火） 

 

 

 

 

福祉健康センター 

 

 

 

 

第一保育所 

下羽栗会館 

福祉健康センター 

福祉会館 

総合会館 

福祉健康センター 

 

総合会館 

 

福祉健康センター 

 

福祉会館 

 

福祉健康センター 

福祉会館 

総合会館 

福祉健康センター 

保健 相 談 （健診・予防接種・相談・教室など） 

3月の相談・保健 

6日（水） 

13日（水） 

内　　容 

悩みごと相談 

行 政 相 談  

人 権 相 談  

心配ごと相談 在宅相談　担当地域民生委員 

在宅相談　行政相談委員 
　岩田　修　宮川町５７ ☎387‐3718 
　川口　淑　門間６６６ ☎388‐2178

在宅相談　身体障害者相談員 

　河尻和男　北及１９０２ ☎387‐5788 

　堀場靖隆　円城寺９２９ ☎388‐3791 

　早水春生　西宮町１３１ ☎388‐0029 

　岩田賢一　田代９５０‐１ ☎388‐0068

日（曜日） 

13：00～15：00 福祉会館 

受付時間 場　所 

身体障がい者 
相談 

在宅相談　知的障害者相談員 

　樋口一子　北及１５７８-２ ☎388‐3705
知的障がい者 

相談 

在宅相談　人権擁護委員 
　保母勝壽　弥生町３０ ☎387‐2782 
　則竹　緑　東陽町３６‐３ ☎387‐9625 
　後藤　稔　北及１１８３ ☎388‐1495 
　廣霖とし子　長池２６３‐２ ☎388‐1906 
　道家嗣典　門間５２４ ☎387‐8055 
　杉山詞一　円城寺１４４３ ☎387‐7867 
　三輪　恵　円城寺８７３ ☎387‐6110

　今月のお休みはありません。 
　今月の「おはなしかい」は３月９日（土）午前１０時
３０分から中央公民館音楽室で開催します。 

図書室 
からの 
お知らせ 

第3日曜日は家庭の日 
3月17日（日）は、家庭の日です。心豊かな明る
い家庭づくりをしましょう。 

今 月 の テ ー マ 

今月の納税・納付 

家族みんなで、家のまわりをきれいにして 
住みよい環境をつくりましょう。 

水道料金下水道使用料 6期分 

納期限 3月22日（金） 
国民健康保険税 9期分 
後期高齢者医療保険料 9期分 
介護保険料 10期分 
保育料 3月分 
放課後児童クラブ利用料 3月分 

納期限 4月1日（月） 
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春の火災予防運動 
　　　　　　3月1日～7日 

 
 
 
 
 
 
 
　寒い冬が終わり、暖
かくなっていくこの季
節は、空気が乾燥し
季節風が吹きます。一
度火災が発生すれば、
一瞬にして燃え広がる可能性があり、火災予
防に特に注意しなければいけません。3月1日
から7日までの7日間、春の火災予防運動が行
われます。この運動は、火災予防の意識を高
めることで、火災の発生を防止し、尊い命を守
ることを目的としています。 
　この火災予防運動を機に、1番身近な住宅
の火災予防ポイントを知って、今後習慣づけま
しょう。 

住宅防火 
いのちを守る7つのポイント 

《3つの習慣》 
○寝たばこは絶対しない。 
○ストーブは燃えやすいものから離れた位置
で使用する。 
○ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず
火を消す。 

《4つの対策》 
○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報
器を設置する。 
○寝具、衣類やカーテンからの火災を防ぐた
めに、防炎品を使用する。 
○火災を小さいうちに消すために、住宅用消
火器などを設置する。 
○お年寄りの方や身体の不自由な方を守るた
めに、隣近所の協力体制を日頃からつくる。 

　以上のポイントに気をつけて、住宅火災をな
くし、大切な命や財産、思い出を守っていきま
しょう。 

4月から国民年金保険料の額が 
変わります 

国民年金 
〈問合先〉 岐阜南年金事務所 

☎273‐6161

　平成２５年度の国民年金保険料は１か月１５,０４０円（平成２４年度は１４,９８０円）です。保険料
は納付期限までに納めましょう。 
○納付書で保険料を納めている方の場合 
　日本年金機構から４月上旬に平成２５年度（１年分）の納付書が郵送されますので、お近くの金
融機関などで納めていただきますようお願いします。 
　ただし、平成２４年度に免除などが承認されている方は、免除期間終了後に納付書が郵送さ
れます。 
○口座振替を利用して納めている方の場合 
　平成２５年度分以降も、届け出されている振替方法で継続して振替がされます。（納付書は郵
送されません） 
　なお、振替方法の変更を希望される方は届け出が必要となりますので、お早めに手続きしてく
ださい。 
※振替不能となった場合 
　振替日に残高不足などにより振替ができなかった場合は、翌月の振替日に当月分とあわせて２
か月分の振替を行います。再振替により振替できなかった場合には納付書を郵送しますので、お
近くの金融機関などで現金で納めていただくことになります。 
　なお、前納が振替不能となった場合は、前納としての取扱いはできなくなり、毎月納付の口座
振替として、当月分を翌月末に引き落としていくことになります。ただし、届け出により年度の途中
でも再度、残りの月分を納付書で前納することができます。 
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　採用された場合は、「かさまるグッズ」をプレゼント。 
【応募期限】３月２５日（月） 
【応募方法】作品と応募用紙（町ホームページからダウンロードできます）を企画

課へ持参、郵送、メールで送信。作品は約２０cmの正方形の用紙に手
書きか、画像ファイル（Jpeg形式かGif形式）どちらでも構いません。 

【選定方法】企画課で決定 
【応募・問合先】企画課　E-mailアドレス：kikaku@town.kasamatsu.lg.jp

町マ町マスコットキャラクター「か「かさまるくん・かさまるちゃん」ん」 
5月号広報紙の表紙号広報紙の表紙イラストを募集募集します 
町マ町マスコットキャラクター「か「かさまるくん・かさまるちゃん」ん」 
5月号広報紙の表紙号広報紙の表紙イラストを募集募集します 
町マスコットキャラクター「かさまるくん・かさまるちゃん」 
5月号広報紙の表紙イラストを募集します 

絵とお花で癒しの時間に！ まかな トールペイント＆プリザーブドフラワー 

人　口 

男 

女 

世帯数 

人 

人 

人 

世帯 

） 

） 

） 

） 

24 

21 

3 

2

減 

減 

減 

減 

（ 

（ 

（ 

（ 

前月比 

まちの人口 
平成25年 2月1日現在 

22,420 

10,794 

11,626 

8,355　 

ホームページアドレス ��������������	�
����������������

この広報紙は再生紙を使用しています。 

足立吉久雄・智恵美さんの子 
平成24年3月24日生 

おなまえ おなまえ 駒瀬 胡美 （長池） ちゃん 

こ ま  せ  く る  み  

足立 櫂駿 （長池） くん 

あ  だ ち  か い  し ゅ ん  

駒瀬圭司・蘭織さんの子 
平成24年3月19日生 

「こんにちは」コーナーの 
 赤ちゃんを 
 募集します 

応募対象　平成24年5月生まれの赤ちゃん 
応募期間　3月29日まで（応募者多数の場合は抽選） 
応募方法　写真とコメントをご持参のうえ企画課まで 
　　　　　お越しください。 
詳しくは企画課広報までお問合せください。 

ん 

に 

ち 

は 

こ 

ん 

に 

ち 

は 

こ 

ん 

に 

ち 

は 

こ 

ん 

に 

ち 

は 

こ 
Hello!

●発行・編集／笠松町・企画課 〒５０１‐６１８１ 岐阜県羽島郡笠松町司町１ ☎ ������������  ����������������

　初めての方でも素敵に描けるトールペイントと、数

年枯れない生花のプリザーブドフラワーでおだやかで

癒しの作品をつくっているサークルです。作品は、家

に飾ったり、誰かにプレゼントしたりします。 

　ちょっとだけ興味のある方は、体験だけでも大歓迎。 

　新しいなかまが来てくれるのを皆で楽しみにしてい

ます。 

【活動日】毎月第２水曜日 午前１０時～正午 
【場　所】総合会館２階　会議室２ 
【連絡先】柿崎きく 蕁０９０‐７９５０‐６２６６ 

いや 
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